
吹
奏
楽
愛
好
会
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ソ
ノ
リ
テ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
等
規
程 

 

第
一
条
【
目
的
】 

こ
の
規
定
は
、
活
動
場
所
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
、
も
っ
て
男
女
が
対
等
平
等
な
関
係
で
快
適
に
活
動
で
き
る
活
動
環
境
を
実
現
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
二
条
【
定
義
】 

こ
の
規
定
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 

一 

活
動
場
所
会
員
が
活
動
す
る
場
所
を
言
い
、
会
員
が
通
常
の
活
動
を
す
る
場
所
以
外
の
場

所
及
び
親
睦
会
の
宴
席
そ
の
他
の
実
質
的
に
会
の
活
動
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
を
含
む
も

の
と
す
る
。 

二 

性
的
な
言
動
性
的
な
事
実
関
係
を
尋
ね
る
こ
と
、
性
的
な
内
容
の
情
報
を
意
図
的
に
流
布

す
る
こ
と
そ
の
他
の
性
的
な
内
容
の
発
言
及
び
性
的
な
関
係
を
強
要
す
る
こ
と
、
不
必
要
に

身
体
に
触
る
こ
と
、
猥
褻
な
図
書
等
を
配
布
す
る
こ
と
そ
の
他
の
性
的
な
行
動
を
い
う
。 

三 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
活
動
場
所
に
お
い
て
他
者
の
意
に
反
す
る
形
で
こ
れ
に

向
け
て
性
的
な
言
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
活
動
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。 

第
三
条
【
会
員
の
心
得
】 

会
員
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
こ
れ
に
該
当
す
る
言
動

は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
【
幹
部
】 

幹
部
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

男
性
会
員
及
び
女
性
会
員
が
そ
れ
ぞ
れ
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
活
動
で
き
る
よ
う
に

良
好
な
活
動
環
境
の
実
現
に
努
め
る
こ
と
。 

二 

会
員
の
言
動
に
留
意
し
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
又
は
こ
れ
を
誘
発
す
る
言
動

が
あ
っ
た
場
合
は
、
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
。 

三 

活
動
場
所
に
お
い
て
わ
い
せ
つ
な
図
画
等
の
提
示
又
は
配
布
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
れ

を
排
除
す
る
こ
と
。 

四 

会
員
か
ら
相
談
又
は
苦
情
（
以
下
「
相
談
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
こ

れ
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
会
長
と
必
要
な
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。 

第
五
条
【
相
談
窓
口
の
設
置
】 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
会
員
か
ら
の
相
談
等
に
対
応
す
る
た
め
、
会
長
及

び
副
会
長
を
苦
情
相
談
窓
口
（
以
下
「
窓
口
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 



第
六
条
【
相
談
等
の
処
理
方
法
】 

一 

相
談
窓
口
担
当
幹
部
は
、
会
員
か
ら
相
談
等
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
必
要
な
調
査

等
を
行
い
、
当
該
会
員
等
に
対
し
て
指
導
、
助
言
及
び
あ
っ
せ
ん
等
を
講
じ
、
会
長
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
案
の
内
容
又
は
状
況
か
ら
判
断
し
、
必
要
と
認
め
た
と
き

は
、
会
長
の
指
定
す
る
幹
部
に
よ
る
調
査
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
処
理
を
依
頼
す
る
こ
と

と
す
る
。 

二 

調
査
委
員
会
は
、
処
理
に
つ
い
て
、
事
前
に
、
時
宣
に
よ
っ
て
は
事
後
に
、
幹
部
会
の
承

認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。 

第
七
条
【
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
】 

幹
部
は
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
秘
密
の
保
護
を
徹
底
し
、
関
係
者
が
不
利
益
な
取
扱

い
を
受
け
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

付 

則
（
平
成
二
四
・
三
・
一
） 

こ
の
規
定
は
平
成
二
十
四
年
年
三
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。 


